
味ですが、海外へのビジネス展開が増えている中で、
海外で特許を出願するケースも飛躍的に増えていま
す。ビジネスを強力にサポートするのが特許権、商標
権であり、企業が知的財産権を守ろうとするとき、手助
けするのが我々の役目といえます。

知財創造立国の実現という知財重視政策で、弁
理士は社会的にも注目されています。「知的財産
推進計画２００８」では、弁理士にコンサルティング
やマーケティングなど、知的創造サイクル全般に
対応できる「トータルプロデューサー」としての役
割を求めています。
開発した技術や製品によって、どこの国に出願する
か検討しなければなりません。特許出願は国際的
に統一化の方向に向かってはいますが、まだまだ
道半ばというところです。その意味で、今後、日本の
特許も大きく様変わりする可能性があります。このた
め、ますます早い段階からアドバイスすることが弁理
士には求められてくるでしょう。
「生まれる発明、育てる弁理士」という言葉がありま
す。この言葉は、発明の発掘から法律的な権利と
しての特許の保護まで、クライアントと一緒にできる
だけ広い範囲のことをやっていこうという姿勢を表し
ています。ときには、我々のアドバイスで発明者が考
えていたのとは別の角度から発明をとらえ、特許出
願が進むこともあります。このように発明の可能性を
広げていく役割を担うこともあります。弁理士は知の
トータルプロデューサーでもあるのです。
知財保護の重要性とともに、弁理士の数もこの１
０年で大幅に増えました。
近年、合格者が増え、日本弁理士会への登録人
数は８2００人近くになりました。ただ、その一方で
知財保護にあたる人材の量とともに質の維持も求
められています。このため日本弁理士会に登録す

今年で弁理士制度制定から１１０周年を迎えます。
制定当時と現在を比べれば、弁理士の業務範囲は
大きく変わりました。特にここ１０年で国は知的財産（知
財）の重要性を強く訴えています。小泉純一郎元首
相は施政方針演説の中で、歴代総理として初めて知
的財産という言葉を使いました。私はこれをエポックメ
イキングな出来事ととらえています。グローバル化やオー
プンイノベーションの流れの中で、技術の進歩に伴い
知的財産の注目度が高まってきたことが影響したとも
いえます。現在、国内出願の件数は横ばいか減り気

る前に必ず実務修習を行っています。きめ細かな
研修を通じ、弁理士の専門性を高め、知のトータ
ルプロデューサーになってもらうのが狙いです。

弁理士の仕事の範囲も広がってきていますね。
弁理士法の改正により著作権や不正競争の防止ま
で、知的財産をまるごと抱えることになります。発明の発
掘から紛争解決まで一貫して対応していきます。
制度改正でビジネスチャンスが増えますが、それをつ
かむためにはきめ細かに顧客の要請に対応する必
要があります。そのために、昨年から、５年で７０時間
という「継続研修」を用意しました。最近ではコンサ
ルティング業務の要請も増えています。知財ビジネス
アカデミーを立ち上げ、幅広く専門家の見識も伺い
ながら、研修の内容を高めているところです。
弁理士制度の制定から１世紀以上が経過しますが、
どのような歴史があったのでしょうか？
制度自体が１１０年前にスタートしましたので、当時の
日本はまだ工業化社会でなかったと認識しています。
大きく変わったのは1966年（昭和４１）の高度成長期
のころと記憶しています。日本の工業化が急速に進
み、時代の変化に伴って特許出願も急増、それに伴
い弁理士の仕事もどんどん変わっていきました。
２年後をめどに制定から５０年が経過した特許法
の改正も進められていることから、さらに弁理士の
仕事が変わることが予想されます。
グローバル化の流れの影響が色濃く出てきたの
は、１０年ほど前の90年代後半です。ちょうどプロパ
テントが始まったころです。また近年ｉＰＳ細胞のよう
な技術も登場し、技術は刻 と々進化しています。こ
れに伴い、弁理士の仕事内容が細分化・専門化
している流れがあります。逆にいうと、そういうことが
できる弁理士をこれからますます養成していかなけ
ればならないということです。今後は時代の変化を
踏まえ、より広大な範囲で弁理士という仕事を見て
いかなければいけないと思っています。
時代の変化を踏まえてクライアントの要請に応えていく
ため、具体的にはどんな対応をされていますか？
広がった業務範囲を弁理士としてビジネスにつな
げていくために、日本弁理士会としては知財シンク
タンクや知財総合センターなどのような外部機関
をつくろうと考えています。
一方で対内、対外の双方を考慮した広報活動も強
化していきます。対内的には一人ひとりがどういう勉強
をしていかなくてはいけないのか、どういう方向に進ん
でいけばいいのかというような情報の共有化で、よりよ

い活動ができるようにしたいと思います。対外的には、
弁理士が何をやっているか、何ができるかを訴えてい
かなければいけないと思っています。

大手企業の知的財産部門のような部隊を持って
いない中小企業に対しても、きめ細かな支援をさ
れていますね。
地域の中小企業などでは社長が単独で知財と向
き合っている場合が少なくありません。日本弁理士
会では１８の道・県・市と支援協定を結んで、地域
のこれらの要求に対応するため、中小企業へきめ
細かな支援をする体制になっております。例えば初
級、中級、上級とレベル設定したセミナーを開催し
たり、発明の相談に応じたりしています。待ち受け
型の支援ではなく企業訪問型の支援も各支部や
支援センターで進めているところです。
知的財産立国を目指す日本にあって、弁理士の役
割がますます重要になってきていることがとてもよく分か
りました。本日は貴重なお話をありがとうございました。

企業の価値は、知的財産で決まる。

これからの弁理士は、
知のトータルプロデューサー。

７月１日は“弁理士の日”
明治32年に弁理士制度が制定されて、今年で11 0年。

特許や商標などの知的財産権のエキスパートとして、

日本の工業化や技術開発とともに歩んできた。産業をとりまく環境が

大転換期を迎えている今、ますます重要になる弁理士の活動。

その現在と未来を、日本弁理士会会長 筒井大和氏に聞いた。

弁理士制度110周年企画「日本弁理士会会長に聞く」
日本弁理士会会長　筒井大和氏／インタビュアー 間賀田万有子さん
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筒井大和（つついやまと）　68年（昭43）3月慶大法卒。75年弁理士登録、
07年日本弁理士会関東支部長、08年執行理事を経て、09年4月に会長に
就任。筒井国際特許事務所（東京都千代田区）所長。岡山県出身、63歳。
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各支部で
無料特許相談を行っております。

お気軽にどうぞ。

インタビュアー　間賀田万有子

グローバル化が進み
知的財産の重要度ますます高まる

早い段階から顧客にアドバイスし、
発明を育てる

継続的な研修を実施し
コンサル業もできる人材を育成

１８の道・県・市と協定を結び、
中小企業への支援を強化

4Cカラー左右378×天地512

2009年7月1日付　日刊工業新聞・日経産業新聞に掲載されました。
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